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ト）に関する、総合的な検討【総合技術政策研究センター】 
           ・今後の都市交通・市街地整備施策、事業マネジメントに関する
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           ・健全な生活環境の構築      (まちづくり事業評価指標) 
             大 分 類：事業マネジメント 
 
 

１．研究の概要 

本研究は、地域存立の基礎条件の整備や安全・安心等の社会資本の効果、複合的な事業のもた

らす便益、効果（またその効果間の代替性や補完性や外的社会要因の影響）等については、従前

の政策プログラム、事業の評価体系では客観的、定量的な取扱が困難とされてきた。これら、便

益、効果の特性を踏まえ、客観的、定量的な評価手法を開発し、社会資本整備の効率化を図るも

のである。 

 

２．研究の目的 
総人口減少社会、高齢社会の進展等の社会状況の変化が急速に進展し、また、社会資本に求められ

る国民のニーズはより複雑化してきている。また、財政等の制約が厳しくなる中で、社会資本整備の

基本理念を従前の「国土の均衡ある発展」から「選択と集中」に転換し、効率的な投資配分を行うべ

きとの議論が進展しており、転換点を迎えつつある。 

効率的な投資配分のための手法として、アウトカム指標を用いた客観化が求められているが、現段

階では、利用者の効用とアウトカム指標の関係が必ずしも明確ではないという課題がある。 

また、効率性重視という議論の一方には、「生命・くらしの安全・安定等のこれまでの経済効率性

の概念では評価が難しい効果を社会資本は生んでいる。」や、「地域社会の活力は経済指標では補足

されていないものが多いのではないか。」等の反論もある。これら従前の経済効率性では把握しき

れない価値尺度については、その定義は時とともに変化し、また、個々人の意識、選好と絡む等の

事由から、客観化、定量化が困難な曖昧な概念であった。 

本研究ではこれらの視点について、受益者（生活者・利用者）の視点から見た社会資本の複合的な

効用についての客観的・定量的な評価手法を開発し、社会資本整備の効率化を図ることを目的とする

ものである。 

 （１）社会資本整備水準の評価手法に関する研究（過疎地域における持続性等の評価に関する研究） 

人口減少・少子高齢社会が急速に進展する中、社会資本整備について中山間地域等過疎地域への

投資は無駄である旨の批判が一部存在している。しかし、中山間地域等においては国土管理の面か

らの人が住んでいることに関する効用が現在の経済指標では把握されていないと考えられるため、

地域社会を放棄した場合の存廃のコスト比較を行う。また、中山間地域等の地域社会の持続可能性

の要件として、経済的基礎条件の他、住民の地域に対する愛着心や、地域活動が盛んであること等
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が重要な要素ではないかと考えられる。それらの既存の経済指標で捉えられない、社会的な人間関

係（ソーシャル・キャピタル）が大きく寄与していると考えられるため、継続的に取得可能な指標

の検討を実施する。 

 （２）リスクプレミアムを考慮した事業評価手法の高度化に関する調査 

生命・くらしの安全・安定等のこれまでの経済効率性の概念では評価が難しい効果を社会資本は

発揮している。現行の評価技術の下では、安心という非常に大きな価値を有する便益を適正に評価

する尺度がないため、安心をもたらす社会資本が過小評価される懸念がある。このため、効果の特

性に着目した、より広範囲の便益の客観化、定量化といった評価技術を開発する。 
（３）まちづくりの目標・指標と事業効果の関係の定量化手法の研究 

複合的な事業やソフト事業が組み合わされる「交付金」事業に関しては、従来の個別事業に分解

して評価する方法に替えて、総合的に評価することが求められており、複合的事業の投入と複合

的成果の関係分析（施策毎の成果への寄与度や効果の相乗性、補完性等）を定量的に評価する

手法を開発することを本研究の目的とする。 

 

３．自己点検結果 
○目標の中間達成度 

 （１）社会資本整備水準の評価手法に関する研究 

本事項立て研究について研究内容を見直している。当初の研究内容は、社会資本整備の基本理

念が「国土の均衡ある発展」から「選択と集中」に転換する中、地域間競争の基礎的条件を確保

するため、社会資本の整備水準に係る「公平性」や「必需性」等のナショナルミニマム、シビル

ミニマムといわれてきた概念を客観化、定量化することが必要との考えによるものであった。し

かしながら、その後も公共投資の削減が続き社会資本整備にかかわる財政制約がさらに厳しくな

ったことや、人口の社会移動や少子高齢化を背景に特に中山間地域等における居住条件が悪化し

ていることなどを踏まえ、当初の研究の前提としていた「シビルミニマム水準は定量化できる」、

「シビルミニマム水準を社会資本整備の目標として示すことが可能」という考え方について疑念

が深まった。再検討の結果、地域社会の存続条件が限界状態にあるところを対象に、地域社会の

存続の有無による他への影響や、ハードの社会資本とソフトのソーシャル・キャピタルとの相互

関係を対象とすることにした。 

現在、鳥取県、秋田県の２地域をモデル地域として、集落の存廃による山林機能等の低下や行

政コスト等の増減を検証し、集落の維持や再編等を実施した方が、放棄するよりも将来的なコス

トが小さくなる都の結果を得つつある。また、ソーシャル・キャピタル指標については、地域社

会の状況を継続的に計測し続け、それを地域住民が理解していることが、個々の地域社会を“負

けない社会”にしていくのではないかとの視点から、アンケート調査によらない代理指標による

指標案の検討を行った。平成１９年度は各地方整備局の事務所等と連携して、指標と実際の地域

の状況の関係を検証し、地域づくりの参考となる指標としての有用性を検証する。 

 （２）リスクプレミアムを考慮した事業評価手法の高度化に関する調査 

治水事業の便益項目のうち、その概念や貨幣価値換算手法が確立されていない、リスクプレミ

アム、精神的被害抑止効果及び流動性被害（水害後の復旧資金が調達できなかったことによる従

前家屋や家財から享受していた満足度や快適性が低下する被害）抑止効果の３つに着目し、便益

評価上の概念を明確にするとともに、水害被災地域でのアンケート調査を踏まえ、これら便益項

目の便益算定手法の検討開発を行った。 

（３）まちづくりの目標・指標と事業効果の関係の定量化手法の研究 

「まちづくり交付金事業」に先行する制度として、複数の事業を総合的に実施した「まちづく
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り総合支援事業」に事業実施地区の分析により、まちづくりの目標、指標、当該目標に関する数

値指標の関係について整理することにより、評価手法の枠組みを構築するとともに、事業効果を

適切に把握することができる指標の抽出を行った。平成 19 年度は、平成 18 年度の成果を「まち

づくり交付金事業」完了地区に適用することにより、評価手法の改良や、まちづくり交付金事業

に特徴的なソフト事業の成果を適切に評価できる指標を加えることにより、「まちづくり交付金

評価指標運用マニュアル（仮称）」を策定することとしており、順調に研究が進んでいる。 
 

○評価時点までの成果 
 （１）社会資本整備水準の評価手法に関する研究 

消滅の危機に瀕している中山間地域についてモデル地域を選定し、今後の地域社会の推移とそ

れにともなう、課題の抽出を行い、併せて変化の状況に応じた損失や行政コスト等の増減等につ

いて検証を行った。また、ソーシャル・キャピタル指標を簡易にアンケート等によらない手法に

より継続的に評価することを目的とした指標案の検討を実施した。 

 （２）リスクプレミアムを考慮した事業評価手法の高度化に関する調査 

治水施設整備による家計への効果を、世帯の被害の構成要素により整理した。すなわち、世帯

の被害全体を、一般資産被害、流動性被害、リスクプレミアム及び精神的被害に整理した。この

うち、精神的被害について、物的被害が補償されたとしても残る精神的被害への支払意思額を、

平成 16年の台風 23号による洪水で大規模な被害を受けた円山川の沿川地域において表明選考法

により把握した結果、一般資産被害額の平均の７％程度の被害額となった。また、流動性被害に

ついて、資産被害の復旧状況や資金調達状況を把握し、復旧資金不足額の推計モデルを作成した。 

（３）まちづくりの目標・指標と事業効果の関係の定量化手法の研究 

複合的なまちづくり事業の評価手法をとりまとめ、地方自治体がまちづくり総合支援事業に取

り組む際の運用の指針となる「まちづくり交付金評価指標運用マニュアル（仮称）」を策定し、

配布する予定である（平成１９年度）。 

 

○本研究開発の実施方法・体制の妥当性 
●研究の実施体制 

それぞれの研究の進捗状況に応じ、適宜意見交換等を実施しながら研究を進めている。 

まちづくりの目標・指標と事業効果
の関係の定量化手法の研究

（都市施設研究室）

社会資本整備水準の評価手法に関
する研究

（建設経済研究室）

リスクプレミアムを考慮した事業評
価手法の高度化に関する調査

（建設マネジメント研究室）

概念構成、調査手法、
データ

概念構成、調査手法、
データ

プロジェクト研究

代表者：国土マネジメント研究官

所
内

各
研
究
部
、
セ
ン
タ
ー

情
報
交
換
、
調
整

河川局
河川計画課

学識経験者

都市・地域整備局
まちづくり推進課
まちづくり交付金
評価手法検討委員会

（必要に応じ）
官房技術調査課、
総合政策局

本 省

まちづくりの目標・指標と事業効果
の関係の定量化手法の研究

（都市施設研究室）

社会資本整備水準の評価手法に関
する研究

（建設経済研究室）

リスクプレミアムを考慮した事業評
価手法の高度化に関する調査

（建設マネジメント研究室）

概念構成、調査手法、
データ
概念構成、調査手法、
データ

概念構成、調査手法、
データ
概念構成、調査手法、
データ

プロジェクト研究

代表者：国土マネジメント研究官

所
内

各
研
究
部
、
セ
ン
タ
ー

情
報
交
換
、
調
整

河川局
河川計画課

学識経験者

都市・地域整備局
まちづくり推進課
まちづくり交付金
評価手法検討委員会

（必要に応じ）
官房技術調査課、
総合政策局

本 省
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●研究の実施方法 
年度計画と研究費配分 

実施年度 
総研究費 

約 121[百万円］区分 

（目標、サブテーマ、分野等） Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ 研究費配分 

試験研究費 

(事項立予算) 

社会資本整備水準の評価

手法に関する研究 

（過疎地域における持続性

の評価に関する研究） 

    

約 71 

［百万円］ 

河川事業調査

費 
リスクプレミアムを考慮した

事業評価手法の高度化に

関する調査 

    

約 20 

［百万円］ 

まちづくり総合支援事業の

評価に関する研究 

    約 10 

［百万円］ 

都市開発事業

調査費 

まちづくり交付金事業の評

価に関する研究及び評価指

標運用マニュアルの策定 

    
約 20 

［百万円］ 

ソーシャル・キャピタル指標化検討 

地域社会存廃コスト比較 

課題抽出整理 

既往研究・調査レビュー

調査手法検討

ケーススタディー箇所抽出 

調査実施

リスクプレミアムを考慮した 
事業評価手法提案 

調査結果解析、

比較分析 

ケーススタディー 

マニュアル策定 

評価手法枠組み検討

データ収集・分析 

データ収集・分析

 
○上記を踏まえた、本研究開発の継続の妥当性 

社会資本整備水準評価手法に関する研究（過疎地域における持続性の評価に関する研究）につい

ては、ソーシャル・キャピタル指標については、事例収集等によるモデル評価を通じて、過疎地域

が持続的に推移するための指標を目指すこととしている。 

まちづくり事業の評価に関しては、今年度は、運用マニュアルのとりまとめに向けて、学識経験

者、地方自治体、国土交通本省の関係者からなる研究会を設置して、検討を進めることとしている

ところである。 

以上より、本プロジェクト研究開発の継続については妥当であると思われる。 

 
４．今後の研究実施に当たっての方針 
 （１）社会資本整備水準の評価手法に関する研究 

本研究の中で地域社会の状況の変化の調査を行う中で、昨今の縮小均衡経済への変化について、

検討を進めて行くにあたっては、様々な地域社会を示すデータについて、時間的、空間的に収集蓄

積し、様々な観点から分析を加えることがが、重要であると考えられ、平成 20 年度からの新規事

項立て課題を計画している。 

 （２）リスクプレミアムを考慮した事業評価手法の高度化に関する調査 

本研究の成果を踏まえて、事業評価への適用検討に向け今回調査対象とした水害とは規模の異な

る洪水により便益算定手法の検証が実施される予定である。 
（３）まちづくりの目標・指標と事業効果の関係の定量化手法の研究 

今後は、平成１６年度に創設された「まちづくり交付金事業」が平成２０年度に第１期の５箇年

の期間を終え、平成２１年度から第２ラウンドを迎えることとなるので、事業制度自体に行政評価

のＰＤＣＡサイクルを適用するため、国土交通省都市・地域整備局と連携し、国総研は主に事業効

果の科学的分析の観点から、事業制度の効果や問題点の把握、制度改善に向けた検討を行うことと

している。 
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年

度
に

地
域

づ
く

り
活

動
等

を
実

施
し

て
い

る
地

域
等

を
対

象
に

指
標

の
検

証
を

行
う

予
定

△

リ
ス

ク
プ

レ
ミ

ア
ム

を
考

慮
し

た
事

業
評

価
手

法
の

高
度

化
に

関
す

る
調

査

リ
ス

ク
プ

レ
ミ

ア
ム

を
考

慮
し

た
事

業
評

価
手

法
の

提
案

・
治

水
事

業
の

便
益

項
目

の
う

ち
、

一
般

資
産

被
害

、
流

動
性

被
害

、
リ

ス
ク

プ
レ

ミ
ア

ム
及

び
精

神
的

被
害

の
便

益
評

価
上

の
概

念
を

明
確

に
し

、
こ

の
う

ち
、

精
神

的
被

害
及

び
流

動
性

被
害

の
算

定
手

法
を

開
発

し
た

。

・
本

研
究

の
成

果
を

踏
ま

え
て

、
今

回
調

査
対

象
と

し
た

水
害

と
は

規
模

の
異

な
る

洪
水

に
よ

り
便

益
算

定
手

法
の

検
証

が
実

施
さ

れ
る

予
定

。
○

・
複

数
の

事
業

を
総

合
的

に
実

施
し

た
「

ま
ち

づ
く

り
総

合
支

援
事

業
」

に
事

業
実

施
地

区
の

分
析

に
よ

り
、

ま
ち

づ
く

り
の

目
標

、
指

標
、

当
該

目
標

に
関

す
る

数
値

指
標

の
関

係
に

つ
い

て
整

理
す

る
こ

と
に

よ
り

、
評

価
手

法
の

枠
組

み
を

構
築

す
る

と
と

も
に

、
事

業
効

果
を

適
切

に
把

握
す

る
こ

と
が

で
き

る
指

標
の

抽
出

を
行

っ
た

。

・
地

方
自

治
体

が
参

画
し

た
研

究
会

に
お

い
て

研
究

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

成
果

報
告

書
は

自
治

体
に

配
布

し
て

お
り

、
自

治
体

の
「

ま
ち

づ
く

り
交

付
金

事
業

」
の

運
営

の
参

考
図

書
と

し
て

活
用

さ
れ

て
い

る
。

○

・
「

ま
ち

づ
く

り
交

付
金

事
業

」
完

了
地

区
に

適
用

す
る

こ
と

に
よ

り
、

評
価

手
法

の
改

良
や

、
ま

ち
づ

く
り

交
付

金
事

業
に

特
徴

的
な

ソ
フ

ト
事

業
の

成
果

を
適

切
に

評
価

で
き

る
指

標
を

加
え

る
こ

と
に

よ
り

、
「

ま
ち

づ
く

り
交

付
金

評
価

指
標

運
用

マ
ニ

ュ
ア

ル
（

仮
称

）
」

を
策

定
す

る
予

定
。

・
「

ま
ち

づ
く

り
交

付
金

評
価

指
標

運
用

マ
ニ

ュ
ア

ル
（

仮
称

）
」

を
策

定
し

、
地

方
自

治
体

に
配

布
す

る
予

定
。

○

ま
ち

づ
く

り
の

目
標

・
指

標
と

事
業

効
果

の
関

係
の

定
量

化
手

法
の

研
究

複
数

事
業

が
組

み
合

わ
さ

れ
た

総
合

的
な

ま
ち

づ
く

り
事

業
の

評
価

指
標

・
評

価
手

法
に

関
す

る
研

究

研
究

の
成

果
目

標

研
究
課
題
名
:受

益
者
の
効
用
に
着
目
し
た
社
会
資
本
水
準
の
評
価
に
関
す
る
研
究
(プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
)

社
会

資
本

整
備

水
準

の
評

価
手

法
に

関
す

る
研

究

過
疎

地
域

に
お

け
る

持
続

性
の

評
価

に
関

す
る

検
討

＜
成

果
目

標
の

中
間

達
成

度
＞

　
◎

：
十

分
達

成
で
き
て
い
る
。
　
○

：
概

ね
達

成
で
き
て
い
る
。
　
△

：
あ
ま
り
達

成
で
き
な
い
。
　
×

：
達

成
で
き
て
い
な
い
。
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